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１００７ 海上小口貨物に係る簡易通関について 

 

 

１．概要 

海上小口貨物に係る簡易通関は、海上貨物を取り扱う事業者が、一定の

条件を満たす海上貨物について、輸入（納税）申告項目の一部（税番等）

を省略した輸入（納税）申告が可能となる輸入通関手続です（令和７年 10

月 12 日（日）から実施）。 

 

２．利用方法 

次に掲げる全ての条件を満たす貨物について、申告項目の一部（税番、

税率、税額等）を省略した輸入（納税）申告を利用することができます。

詳しくは、輸入申告予定の税関官署にお問い合わせください。 

 

【制度の対象となる貨物の条件】 

(1) 海上貨物のうち通販貨物（※１）に該当するもの 

(2) 少額貨物（課税価格１万円以下）に係る免税制度の対象貨物 

(3) 消費税以外の内国消費税の課税対象とならない貨物 

(4) 他法令の証明・確認を要しない貨物 

(5) 原産地虚偽表示等がない貨物 

(6) 輸入申告・予備申告までに事前情報の提供（※２）がされる貨物で、 

NACCS（輸出入・港湾関連情報処理システム）により申告されるもの 

 

※１ 通販貨物：インターネット通販サイトを通じて購入された後、販売

者等により外国から日本国内の個人もしくは法人に宛てて発送され

た貨物をいいます。 

（参考） 

【リーフレット】輸入申告項目の追加について② 

 

※２ 事前情報の提供：適正かつ迅速な通関手続のため、輸入申告の前に、

販売者、荷受人、貨物等に関する事項を提供いただくことが必要です

（提供する項目は※３の際に調整）。 

 

※３ 事前の申出：本格的な利用開始を予定している時期の少なくとも３

か月前までに、輸入申告予定の税関官署に対し、利用を希望する旨の

申出を行って下さい。調整の上、利用者（通関業者）のシステム登録、

事前情報の項目設定、トライアル利用等を実施します。 

 

 

 

 

 

https://www.customs.go.jp/shiryo/leaflet_shinkokukoumoku.pdf
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３． 海上小口貨物に係る簡易通関の利用までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

①  利用者（通関業者）と税関の間で、提供可能な事前情報の項目等の

調整を行った上で、２．利用方法（※３）に記載の事前の申出を税関

に提出いただき、利用者のシステム登録、事前情報の項目設定等を実

施します。事前の申出は、令和７年 10 月 12 日（日）以降となります。 

※ 税関への事前の申出に先立つ、海上小口貨物に係る簡易通関の利

用に関する相談は、令和 7年 10 月 12 日の制度実施以前より受付

中。 

②  ①の後、NACCS の海上小口貨物に係る簡易通関のための専用業務を

利用して、トライアルを実施します。税関は、トライアルの期間中に

おいて利用者から事前情報の提供（２．利用方法（※２））が適切に

行われるか等を確認します。 

③ トライアル利用において支障等がなければ、本格的な利用開始とな

ります。  

 

 （参考） 

  個別通達：海上小口貨物に係る簡易通関について 

  Ｑ＆Ａ（海上小口貨物に係る簡易通関） 

 

なお、海上小口貨物に係る簡易通関の関連業務が実装される第７次

NACCS では、順次、自社システム利用者と NACCS との接続試験や、NACCS

全体の機能等を確認する総合運転試験を予定しております。詳細について

は、NACCS 掲示板の資料等をご確認ください。 
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簡易通関実施 

（利用の相談） ① 事前の 
申出 

②トライアル利用 
 

③本格的な利用 

https://www.customs.go.jp/kaisei/hourei.htm#:~:text=67%E3%80%817,%E6%A7%98%E5%BC%8F%EF%BC%93%EF%BC%89
https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/qakaijokanni.pdf

